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「医療用物資の備蓄体制の強化について」に係る医療用物資の追加配布 

について 

 

医療用物資（サージカルマスク、N95マスク（DS2マスク等を含む。）、アイソレーシ

ョンガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋をいう。以下同じ。）については、令和３

年 12月 13日付け事務連絡「「医療用物資の備蓄体制の強化について」に係る医療用物資

の対応について」（令和３年 12月 27日最終改正）等により、国内において必要な備蓄を

計画的に確保していく対応を行うとともに、個別に発生する緊急の需要に迅速に対応す

るため、G-MISを活用した国による緊急配布（SOS）等の必要な配布を実施しているとこ

ろです。 

今般、次の感染拡大の波への備えや対応のため、医療用物資の追加配布（特別配布）

を下記のとおり行うこととしました。 

都道府県におかれましては、引き続き、医療用物資の備蓄の強化等の必要な対応を行

うとともに、貴都道府県管内の医療機関等への周知をお願いいたします。 

 



記 

  

１ 追加配布の内容について 

○ 次の感染拡大の波への備えや対応のため、これまでの優先配布（プッシュ型配布）

と同様の考え方で医療機関を対象として、それに必要なサージカルマスク、アイソ

レーションガウン及び非滅菌手袋の希望に基づく配布を実施します。 

  配布については、医療機関において次の感染拡大の波への備えや対応のため必要

な数量について希望することができるものとし、それに対して実施するものとしま

す。希望数量が多数に上る場合は、配布数量を調整する場合があります。 

 

○ 各物資の銘柄・材質・サイズについては、指定できません。また、備蓄品の放出と

なるため、外装箱（段ボール箱）につぶれがある場合がありますが、良品という扱い

で出荷します。 

 

○ 追加配布の医療機関への配布手続については、基本的にこれまでの優先配布と同

様の考え方で実施いたします。 

配布後においては、医療機関におかれては、配布物資を次の感染拡大の波への備え

や対応に使用いただくようお願いいたします。 

  

２ 追加配布の手続について 

○ 都道府県におかれましては、追加配布について、都道府県や医療機関での次の感

染拡大の波への備えや対応のため必要な医療用物資の数の見込みを算出し、別紙の

様式１及び２に配布先の所在地や必要な医療用物資の数などの必要情報を記入の上、

令和４年 12 月 15 日（木）までに提出をお願いいたします。（提出先：mask_ppe-

ctr@mhlw.go.jp） 

医療用物資の必要数量の算出については、各医療機関での使用量の４ヵ月分（令和

５年１月～４月分）の範囲内で行うものとしますので、これに基づいて必要な数量を

ご登録願います。 

 

○ 追加配布の対象となる医療用物資の配布については、配布数等を整理して令和５

年１月から順次配布し、遅くとも同年３月 17 日までには配送完了予定です。なお、

同年４月以降の配送希望は、受け付けておりません。 
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